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【午後 1時 30分時開始】 

１ 開会：事務局 

 

２ あいさつ：農林水産部長 

 

３ 会議の成立報告：事務局 

・委員定数 15 名のうち 12 名が出席し、新潟県森林審議会運営規則第４条の規定による

「委員の半数以上の出席」があり会議が成立する旨を報告 

 

４ 議事録署名委員の指名：議長 

・新潟県森林審議会運営規則第６条により、委員２名を議事録署名委員に指名 

 

５ 議事 

（１）諮問事項 

・中越森林計画区の地域森林計画の樹立、下越、上越及び佐渡森林計画区の地域森林 

計画の変更について 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

本日の審議会の進め方ですが、諮問事項、報告事項の順に議事を

進めます。その後、せっかくの機会ですので、森林・林業全般につ

いての意見交換を県からの情報提供も含めて、時間の許す限り行

います。 
それでは議事の（１）諮問事項に入ります。 
皆様のお手元に配布の、知事からの諮問文の写しにありますよ

うに、地域森林計画（案）について、知事から意見を求められてお

りますので、事務局から説明をお願いします。 
 
それでは、こちらの地域森林計画変更計画（案）について説明を

させていただきます。 

（パワーポイント（資料 No.３）により説明） 

なお、11月 7日から 11月 30 日まで公告縦覧に供しましたが、意

見はありませんでした。 

 

ただいまの説明、地域森林計画と変更計画の案について、意見質

問をお願いします 

今日の全体の審議会の質問や意見交換など直接ここにかかわら

ないことは後ほど意見交換の場を設けます。 

説明いただいた森林計画の変更計画・参考資料について、伐採量、
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委員 

 

 

 

 

治山課長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

治山課長 

 

議長 

 

 

森林保全係長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

再造林の面積だけではなく、計画書に盛り込まれている内容に関し

ましてもご意見を伺いたいと思います。 

 

森林区域の変更のところで、森林の面積が減少した理由で、「太陽

光発電」という話がありましたが、日本海側の新潟でも太陽光発電

というのは増えてきているんですか？ 

大規模な施設かなど、もう少し情報をいただければと思います。 

 

 指摘のとおり、日本海側では天候上太陽光発電は不利なので、全

国と比べると太陽光発電の林地開発というのは多くありません。  

今回説明した大型太陽光発電の開発が阿賀野市でありましたが、

これ以外には大規模太陽光発電の開発はありません。小規模な事例

がいくつかあるという状況です。 

これまでに、森林を開発して太陽光発電を設置するということで

開発の許可を行った件数は 9 か所です。 

 

これは私有林ですか？ 

 

私有林です。 

 

メガソーラーってかなりの面積になりますよね。 

 今回許可された箇所の森林の状況ってどんなでしたか？ 

 

 スギ林主体の民有林になります。南側斜面とか効率の良いところ

を選定して開発されています。 

 

 公表されている現地の航空写真画像を見ると、それほど急峻なと

ころではないと考えて大丈夫でしょう。 

 

 計画書の参考資料の 166 ページに「持続的伐採可能量」の表が出

ていますが、これは「これだけ再造林すれば材が減っていかない」

という目安・想定の表だと思いますが、これはそれぞれの地域の実

績に当てはめて、「これだけの再造林だからここまでの伐採量を想

定」ということですか？ 

 それとも、こういう考え方が生まれたので、これからの目安、参

考にしていこうという考えでこの表を出したんですか？ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 国も主伐・再造林を進めて行こうとしています。ところが実際の

再造林の面積というのが主伐面積に対して非常に小さい。少なくと

も半分以上、できれば７割は再造林をしてほしいと思っています

が、全国的には３割弱ぐらい、新潟県ではもっと低いという状況の

ため、目安を作って示さないと再造林が進んでいかない、今のバイ

オマス発電用燃料の伐採や太陽光発電のように「再造林せず伐るだ

け」でどんどん伐っていくことになる。そのようにならないように

１つの目安を作ろう、ということが根底にあると思います。 

これは、それぞれの地域について「計算するとこうなりますよ」

と示されていると思いますが、この表をどういう風に利用していく

のでしょうか。 

 実際伐られているのはそれよりも多い・少ないという分析に使わ

れていないといけないと思うんですが、どこかに出てくるんです

か。それを教えてください。 

 

 これは、今委員の言われた通り、再造林率がどれだけあれば森林

資源が減少しないで伐採できるのか、国が示した計算式です。 

 計算の元となるデータが森林簿なので机上の数字になりますが、

例えば、計画書の 55 ページに今回樹立する中越の計画量が載って

おります。 

 「伐採立木材積」の「総数」の「うち前半 5 年分」が 17 万９千

㎥、となっています。これは 5年分の数字ですので、年間約３万６

千㎥ということになります。 

 166 ページに戻っていただき、右上の中越計画区の表をご覧くだ

さい。 

こちらの数字は単年度の量になっていますが、「持続的伐採可能

量」というのが表の左から 2 つ目にあります。 

 現在の中越の再造林率１０％の場合の年間伐採可能量は 6万 1千

700 ㎥となっていますので、単年の伐採計画量はこれを超えてはな

らないということです。 

新潟県はまだ主伐が進んでいませんので、この量を大きく超える

ことはないかと思いますが、西日本の方ではかなり主伐が進んでい

るということもありますので、森林が減少するような過剰伐採が起

こらないようにこういった式があるのだと聞いています。 

 

 伐採して 10％しか植えなかった場合は６万１千 700 ㎥まで伐っ
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治山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていい。この場合 90％は再造林せずに、天然更新として放置してい

た場合でも６万１千 700 ㎥までは大丈夫という数字と考えてもい

い？ 

 

 いわゆる目安を示して、「一定上の再造林をしないところには伐

採の面積や量をこれ以上は認めない」というタガをはめなさい、と

いうことでしょう。 

 主伐はこれからの時代進めていかないといけない。でも、進めて

いく中に一定の限度というものを持たないととんでもないことに

なってしまう。 

 中越の再造林率は低くてもそもそも伐採量が小さいので心配し

なくてもいいんだけど、かなり乱暴に主伐が進み始めた都道府県も

出てきたので、「しっかり植えなさい。植えないとそれだけの伐採は

認めない」という「木を植える量と伐る量」を計算されるようにな

った。再造林というものをある程度のルールを作って奨励していか

ないといけない県があるので目安として設定したということです。 

 そのように考えたときに、「新潟県の再造林というのは各地域に

おいて現在はこうなんです」と皆が承知していないと計画としては

足りないのではないか。 

 再造林率が 10％に満たなくても大丈夫という話があったが、あま

りにも切ない。今、全国的に再造林率が３割に満たないということ

で問題になっているんですけど、せっかくこの表を作ったんだから

「新潟県というのは 10％以下でも大丈夫」というのはどこかに表し

ていかないといけないと思う。 

 

 今委員から説明があったんですが、もともと森林計画制度という

のは森林の資源を保全していくためという性格が強い。 

 そのため、この「伐採上限」という考えがあるのだと思う。 

 全国的な課題として、主伐を行った後に再造林が行われていない

林が多い。全国の再造林率は 30％程度と言われていますので、そう

いったところが課題と言われているので、森林計画書の中にもうた

われてきていると聞いています。 

 新潟県の数字はいくつくらいなのかということについては、昨年

度の審議会の中で「新潟県は 30％くらい」と事務局から説明したの

は、再造林率の計算の仕方というのが様々な方法があって、数字の

拾い方も、森林簿の数字を拾うのか、実際の数字を拾ってくるのか
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議長 

 

 

治山課長 

 

議長 
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で大きく変わってしまうので、その辺の統一も全国的にとれていな

いという状況があります。 

 まずはどういった数字で目安を作って全国と比較をしていくの

か、というところが必要になってくると思います。 

 今、国が全国で 30％程度と言っている根拠となっている計算式を

基にしてわが県で計算しなおしますと 14％と承知をしております。 

 なので、全国的には再造林率としては低い数字になっているんで

すが、資源量としてみますとまだまだ余裕があると思います。 

 

 まずこの「年間主伐可能量」というのは何に対してですか？人工

林？天然林？ 

 

 人工林、天然林という縛りはなく、主伐に対してです。 

 

 新潟県の人工林は 25％程度であまりないですよね。それで、人工

林、天然林を区別せずにこれだけ「持続的伐採可能量」という上限

量を作っても、現状はこの数字に全く達していないので、たとえ

10％程度の再造林率でも問題ないですよ、という言い方もできます

よね。大丈夫ですか？ 

 

 私も同じような質問をしようとしてました。 

 主伐の上限量は、例えば中越は 60 万㎥ぐらいですよね。 

 中越の蓄積量って、参考資料を見ると９・10齢級それぞれ 200 万

ぐらいあるんですよ。だからそんなに伐らないというか、そのぐら

いで大丈夫なんですか？主伐の設定がかなり低いと思ったんです

が。 

 再造林が追い付かないから 10％しか伐りません。どうしてこんな

状況になったのか 

 中越の資源量が 128 ページにある。資源構成表というのは林齢ご

とにありますよね。主伐に達したところは全部で 200 万くらいある

んですが、それを 10 年分とか 15 年分合わせればかなりの量がある

んですが、上限が 50 万 60 万くらいというのはどうなのかな？ 

実際主伐ができないというのはあると思うんですが、場所にもよ

るし齢級が達していないというのもある。そういうところを勘案し

て、この中越のところを決めるのはどうなのか。 

 そこを教えていただきたい。 
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議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 岩手県は主伐はそこそこ進んでいたが、新潟県はまだ遅い。再造

林よりも主伐を増やしていくつもりなのか。主伐量に見合う再造林

率で２割３割を確保する。それが先にあるべきなのでは。 

  

 今の話でいいますと、新潟県の主伐の計画量は、森林計画制度の

中で全国森林計画に即して県が立てることになっているので、全国

森林計画の中で各県各計画区に目標として示された計画量を基と

して計画量を定めることになっています。 

 主伐の量も同じです。示された計画量を基本として各地域の実態

に合わせて数字を作っていくことになるんですが、昨年度「森林・

林業基本計画」が変更され、そこに全国の素材生産量が目標値とし

て示されています。この数値も国の示した数値を基に調整して定め

ています。 

 おっしゃるとおり、まだまだ新潟県は素材生産量、主伐の量とい

うものが全国と比べて低いのでこれから戦略としても伸ばしてい

きたいということになっています。 

 

 国の示した数字の±20％の、低い方になっているんですか。下の

方になっているんですか？ 

 

そうなります。 

 

パワーポイントの資料の６ページに中越の樹立計画量がありま

すよね。具体的にはここが審議しなければいけないところになって

いますが、新計画の伐採立木材積、人工造林面積も増えています。 

 この量というのは、これまでの実行量に対してどれくらいだった

のか、そのあたりのデータを示していただけるといいのですが 

 

これまでの実行量は計画書の 53 ページにあります。こちらに主

伐の伐採量がありまして、前計画では計画量 12 万㎥に対して実行

量が 99 万４千㎥となっていまして約８０％です。 

一方、間伐につきましては計画量 36 万９千㎥に対して実行量が

15 万㎥、約４割となっています。 

 主伐の面積に関しましては、主伐をしたところが造林の対象区域

という形になりますので下の造林面積を見ていただきますと、造林

面積の計画量はちょうど 500ha となっております。この 500ha が主
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議長 

 

 

 

 

伐計画量 12 万 ha に対応する面積になります。実行量は 239.2ha で

すので、主伐面積の実行歩合に関しては約 48％となっております。 

 

ということは、実際は半分くらいしか伐っていなかったというこ

とですね。 

 

これは国が想定する中越地域の１ha の森林の蓄積というのが実

際よりも低く見ているため、面積的には半分程度しかしていません

が出材量的には８割くらいという結果になっています。 

 

主伐間伐合わせて実行歩合 50％ですよね。これに対して新計画で

は増加するという形をとっているんですけど、主伐間伐合わせて実

行歩合が計画の 50％で、次の計画がもっと出てくるというのは実際

の見通しとしてありますか？ 

 

先ほど治山課長から話のあったとおり、国の示す各計画区の目標

量というのに即しなければいけないという鉄則がありますので、ど

うしてもそちらの数字を考えなければいけないということがあり

ます。 

先ほど言った通り、昨年度「森林・林業基本戦略」を定めていま

すので、それに即して生産量の増加を目指して頑張っていこうと考

えているところです。 

 

 そういうことになります。 

 先ほどから話題にしている通り、森林資源を管理していくという

側面からすると、再造林面積が低いというのは気になるところでは

あります。そこは先ほど委員から指摘があったとおり、使いすぎて

資源がなくなってしまわないようにきちんと管理していかなくて

はならない。そのために必要な人工造林というのはきちんと目標を

立てていかなくてはならないと考えます。 

 

国の計画量と実際に新潟県で実行されている量の乖離が当然あ

るわけで、そこを考慮しながら計画を立てられていると思います。 

ただ、国全体としても国産材の自給率の向上の目標もあると思い

ますので、県でどれだけ対応できるのかというのも課題になってい

るという感じがする。 
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林政課長 

 

 

 

 

 

 

他に、何かあれば。 

 

私から一つお聞きしたい。 

56 ページの林道の開設ですが、10 年間で 28.7km 開設となってい

ますが、前期は０となっています。 

伐採などは前期にも行うのに、前期に開設する必要はないのか疑

問がある。 

この計画の書き方として、全体の中で 28.7km の開設計画があっ

て、10年間にできる量があるのかなとも思うのですが、今回前期 5

年間で実施する量がないというのは、これで必要な伐採量を確保で

きる見込みになっているのかお聞きしたい。 

 

 ありがとうございます。 

地域森林計画は 10 年計画となっていまして、林道開設計画の 10

年間の開設延長が 28.7km、うち前半 5 年間分の延長が０km となっ

ています。 

 地域の工事の進捗状況、計画などを積み上げていった結果こうな

ってしまったということではありますが、前半についてはイレギュ

ラーな数字だと思っていますが、地域で今後の素材生産などを考え

ていった場合に必要な林道・専用道の量をこちらに載せているとこ

ろです 

 

今の話ですと、やはり 10 年ではなくて、今後の見通しとして

28.7km 必要だ、と受け止められます。 

材を確保していくために必要な道の量というのがあるので、10年

計画であれば 10 年間にどれぐらい道が必要で、前期と後期の中で

どれくらいやりますよ、という形で進んでいくのがいいのかなと思

いました。 

 

林道の開設の関係で、前半５年で具体的な場所が上がっていない

ということで０を挙げられていると思うんですが、林道に限らず路

網の考え方について少しお話をさせていただきます。 

 素材生産をしていくには基盤となる路網が必要なので、林道の開

設は進めていくんですが、すでに結構整備されていることもありま

すので、林道から派生する作業道、今、全県で 2500km くらいあるん

ですが、この作業道の開設を進めながらご指摘のあった素材生産の
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事務局 

 

 

議長 

 

支障にならないようにしていかないといけないと思っています。 

 この前半の５年分というのは、具体的な計画が見えてこなかった

ということで０となっていると思いますが、林道よりもむしろ作業

道のほうの開設を進めていくというのが今の新潟県の姿だと理解

しております。 

 

 私から１点よろしいでしょうか。パワーポイントの資料の３ペー

ジに全国森林計画の概要の表がありますが、中ほどの「森林整備及

び保全の目標」という表で、森林面積が「育成単層林」「育成複層林」

「天然性林」で分けられて、現況と目標とその差分が出ているんで

すが、その中で育成複層林が 56 万 ha、全国的にはかなりの量を増

やすということになっているんですが、対応する新潟県の地域森林

計画書の中ではこのような目標値は出ているんでしょうか 

 

新潟県における各森林計画区の育成単層林、育成複層林の面積の

推移については計画書の 19 ページにあります。 

 こちらにそれぞれの地域のグラフがありまして現況と計画期末

の目標が載っております 

 各計画区ごとに伐採量とか目標量がありますので、それを満たす

ような整備を行った場合にどのようになっていくのかというのが

こちらの表になります。 

 中越森林計画区はこちらの 4つの表の右上となっていますが、現

在、育成複層林は 1177ha となっていますが、それが 1612ha に増加

するという計画になっています。 

 このように変化する理由につきましては、主伐の中では更新伐や

択伐を行った場合や、樹下植栽を行った場合には、森林簿上の計算

になりますが、このように変化するということが計算から導かれま

す。 

 

 これは実行されている量はわかっているんでしょうか 

 

樹下植栽をやった時は造林補助金等で、択伐更新伐をやった時な

どは伐採届の面積で実績を把握しています。 

 

具体的に育成複層林への対応というのを指導していくんですね。 
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事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の実績では育成単層林から育成複層林に変えていく施業が

全体の何％くらいあるので、計画量ではこれくらいの変化になりま

すというものになっています。 

 

 先ほどから話の出ている「伐採可能量の数字」なんですが、伐採

と造林の数字について質問を 1，2点。 

 1 つ目は、伐採可能量の数字の説明の中で、再造林についても説

明をされていて、造林について国と県で考え方が違うんじゃないか

なと思っていたのが、計画書の 22ページですが、造林については、

実際に再造林をするような「人工造林」と「天然更新」を合わせて

更新していきます、とある。 

 伐採したところについて、更新はどちらかの方法でなされるか、

という話があったと思うんですけど、計画書を見てみますと、53 ペ

ージに中越計画区のこれまでの実績として、人工造林は 18％の実行

歩合と書かれていますが、これには再造林以外に拡大造林もあって

必ずしも主伐後とは限らないので、再造林はこれより下がりますよ

ね。 

それで、先ほどからの説明のように伐採可能量の再造林率を 10％

で見ても年間だとこれの何倍にもなるからという話だったと思う

んですけど、そういう考え方でもいいとしたときに、天然更新も主

伐跡地の対策に入っていると考えればいいでしょうか。 

 そうすると、伐採可能量の数字は再造林率だけで見ていましたけ

れど考え方が違ったのかな、と。 

 主伐をした後の更新には天然更新と人工造林と両方入っていて、

この面積、伐採可能量の数字は再造林だけで考えていますけど、そ

の考え方の整理について聞きたいのが一点目 

 2 点目は、先ほど議長が全国森林計画の概要の細かい量を説明し

ていましたが、この国の計画では人工造林の現計画と新計画があま

り変わっていない一方、天然更新のほうは半分近くまで減ってい

る。ですから、主伐をした場所の更新については再造林を強くやっ

ていこうというのが数字的にも打ち出されているんだなというの

が感じるんですが、地域森林計画書の 55 ページの計画量を見ると、

人工造林が 1.4 倍に増えています。主伐の量も 1.5 倍くらいに増え

ていますので、同じように人工造林も増えたんだなと思いました

が、天然更新はちょっと減っているけど人工造林と同じ量というこ

とで、国と比べると天然更新もやっていこうという考え方なのか。
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治山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

治山課長 

 

 

 

人工造林と主伐についてはこの後時間をとって話があるようです

が、人工造林と天然更新の考え方、国との違いはあるのか。 

 この 2 点をお願いします。 

 

主伐をやった跡地に対しての人工造林と天然更新の扱いについ

ては先ほどご説明した通りです。 

循環利用するに適する森林には当然のことながら人工造林を推

進して主伐をして再造林をしていきます。 

一方、条件が不利な森林や、すでに放置をされていて循環利用に

適さない森林、そのような森林については天然更新で育成複層林に

もっていきます。 

こういった点は国も県も同じ考え方で計画しています。 

2 点目の数字の違いですけど、国の方はどちらかというと人工造

林に力を入れていて天然更新は少なくなっていくと計画していま

すが、県のほうはまだまだ天然更新のほうが大きいと考えていま

す。 

県の数字は、国から示された数字がベースとなっていますが、新

潟県の森林の状況というのもあるので、国の数字の率がすぐに県の

方針ということにはならないと思います。 

これで「新潟県では主伐した跡地に再造林をするのに消極的だ」

ということにはならない。適地についてはしっかり再造林をやって

いく。適さないところについては天然更新で複層林に持っていく。 

そういう考えであるということは説明できます。 

 

 わかりました。 

 そうすると、この計画でいうと、中越地域については人工造林と

天然更新の面積が同じぐらいで計画しているということになりま

すね。 

これを 166 ページの伐採可能量の数字の見方で見たときに、この

倍伐れるということになるのかなと思っていました。 

もっと更新ができればもっと伐れますよということかな、と。 

  

今回は中越地区での計画ですが、中越の場合は比較的天然更新で

複層林にもっていくという山の割合が大きいというのはあると思

います。 
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治山課長 

 

 

 

今の天然更新の説明の中で、不利なところや循環利用に適さない

ところは天然更新という話が合ったんですけど、天然更新には「積

極的な天然更新」という森林施業もありますよね。新潟県の場合実

際それで施業をされているところもありますので、それもお忘れに

ならないように。 

広葉樹林施業のところは積極的にどうかかっていくのかという

ことが課題だと思っていますので、そのあたりお願いします。 

 

 議長の言われる通りで、先ほど事務局から伐採届出制度の中で話

がありましたけど、天然更新というのは「放置してよい」という意

味ではありません。 

「天然更新されるようにしっかり管理していく」ということなの

で、これは市町村の役割になっていますが、しっかりその後を見さ

せていただいています。 

 

私は再造林の数字が前期よりも割増しになることについてお尋

ねしたい。 

経営管理制度の市町村ごとの数字を見ても、されていないという

現状もあって、全体的な傾向として再造林が増となる数字が見受け

られていない。 

それでも再造林の数字が増となる背景については、どういうもの

を考えているのか。 

民有林でも多様な所有形態があるので、再造林が見込まれるもの

を計上しているのか、その数字であれば納得なんですけど、裏付け

が無く、前期の数字にさらに上増しをしているのであれば、今の趨

勢を見ると理解できないというのが１点です。 

それから、再造林というのは人工林ばかりではないとお答えいた

だいているのでいいのですが、現在の山林種苗協会の山行苗の生産

体制の現状を見ると、はたして、それだけの体制を県の方は考えて

いるんだろうかと。 

その辺の見通しをお尋ねをします。 

 

 まず、再造林率が増加するのはどういった見通しか、についてで

すが、一つ一つ再造林できる箇所を積み上げているわけではないの

でそのように答えはできないのですが、最初に説明したように国か

ら示された計画量というのはありますが、県の実情として主伐再造



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 
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林を推進するという戦略に基づく目標値を立てていますので、その

目標値に基づいた計画量を設定しています。 

 具体的に「ここ」という積み上げはしていません。 

 次に、苗木の生産がそれに追いついていけるのか、その点の見通

しについてですが、今、苗木生産者と県外の苗木の生産に携わる企

業とで、「どうやって県内で苗木の生産を増加させることができる

か」「効率よく生産することができるか」について勉強を始めている

ところです。 

 スムーズに苗木の生産が軌道に乗るように今後検討していきた

いと考えています。 

 

 この計画の案のところに関してはこれくらいにしておきたいと

考えています。 

関連するところの質問についてはこの後にも時間をとりますが、

他にありますか？ 

 

 基本的に、国が作った全体計画に対して、新潟県の規模で割り振

って、それをまた県内でそれぞれの地域に割り振るってこの計画が

作られていると承知をしております。 

この個々の数字を「現実にこれでいいのか」という話をし始める

ときりがない。 

 まず、最初に出てきた「苗木」。これから植える人工林の苗は 2050

年までに 90％以上をエリートツリーにするという考え方がありま

す。にもかかわらず、新潟県ではその準備が全くできていません。

どの木を植えればいいのかということに対して、まだ何も準備がで

きていない。これで 2050 年までに 90％以上にできるのか、非常に

疑問だと思っています。 

 また林道の開設の話がありました。林道は一定規模できているか

らという説明がありましたけど、実際に山の中で作業をしている人

たちからは、林道の開設を改めてやってもらいたい。低コストで木

を伐って出すにはやっぱり道が極めて重要だと言われているんで

す。 

 植えるときは歩いてでも背負ってでも行けた。 

 ところが伐って出すには、今の林道ではとてもではないが伐り出

せない。無理をすると林道は壊れてしまって、それを直すことが作

業者に義務付けられているから。 
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 これが主伐にあたる人たちの最大の問題。 

 とてもあんな太い木は出せない、出せば道が壊れる。ということ

がありますので、もし林道ができているという考えでいるのであれ

ば、その林道を補修して「使える林道」にしてもらいたい。 

 作業するものに「道を作れ、直せ」というのは桁違いの額がかか

る。木材の販売利益で支払える額ではない。 

 その仕事は少なくとも行政で、これまで林道を作ってきた人たち

で直してもらわないと、これからの林業は進んでいかないのではな

いかと思います。 

 それと、複層林の話がありました。 

国では日本中の山の一定割合を複層混交林にしていこうと考え

ていて、木を伐って複層混交林化するということで考えています。 

もし、一定割合が複層混交林になるとすれば、蓄積量は減ってい

くはずです。いわゆる「よく育つ」と考えているような林と同じよ

うに増えていくことはない。 

 私は「複層混交林化を進めていけば確実に蓄積量というのは減っ

ていく」と受け止めて計画づくりの国の会議に出てきました。 

 そこで改めて数字を見直すと、国の基本計画の 15 年の間の蓄積

量はどんどん増えていくんですね。 

 「これはおかしいのでは、複層混交林化を進めていくのにどうし

て増えているんですか」と聞くと「伐る面積、伐る量というのが現

在の山の状況を変えるような数字ではないんだ」と。 

 ある程度、何をやっても木は確実に増えていきますよ、という計

画になっていて、それでは議論する意味があるのかと感じました。 

 ここで私たちはもう一度基本に返って、どんな山にしていきたい

のか、と考えたときには、国が作った数字を割り返すというのでは

なく、今の林業を、身の程に合わせてどの程度変えていけばいいの

か、という目標を立てて計画を立てないといけない。 

そうしなければいい山にできない。 

 せっかくみんなで議論をしても「国の割当数字を割り返した数字

でいいんです」という数字づくりだけをやっていたんでは、いい山

にはならないと思います。 

 少なくともどこかでモデル地区みたいなものを設定して、今やれ

ることをみんなで考えて「こんな山にしていこうよ」という目標を

立てることができないかなと感じています。 
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私からコメントしてよろしいですか。 

２点あります。 

１点目は林道。作業道も含めてですけど。実際新潟県の中越や上

越の森林を見ていますと、とんでもないところに人工林があったり

するんですよね。 

こんなところにどうやって植えたんだろうと。 

昔は伐ったところは植えなければいけないと考えていたんです。

スギ林を増やしていきたいという先人の努力もあったと思います。 

 ただ、当然歩いて植えに行っていたので、植栽後、施業して将来

伐採して搬出するなんてその段階では至っていなかったと思われ

るところがたくさんあります。 

その森林をどうしていくのか、それらをすべて伐採搬出できるの

か、収益を考えると伐採搬出はほとんど無理だろうと思われる猫の

額みたいな小さな人工林もたくさんあります。 

これも含めて新潟県の森林をどうしていくか。伐採搬出が可能だ

とすると、道が本当に作れるのか、作れないとすると、かつての架

線作業のような架線集材が可能なのかとか、そういうことも考える

必要がある。 

ということも新潟県の課題の一つではないかと私は感じていま

す。 

 それから２点目の複層林についても、私も以前から委員と同じよ

うに考えていて、仮に間伐をした後に広葉樹とかを入れて複層林の

形態で林を育てていくと、残された木はどんどん育っていきますよ

ね。 

 伐期を過ぎて、さらに複層林化を進めていこうとすると、さらに

太くなっていきますよね。 

 実際にはそのような大径材の活用はなかなか進んでいなくて、例

えば梁のような横架材など多様な用途に使えれば、そんな議論やい

ろいろな取り組みもあるんですが、なかなかそうはなっていない。 

 複層林にしたときに、人工林として植えられて大きくなった木の

活用をどうするのか、検討していかないと複層林施業の目的とかゴ

ールが見えない。 

これは単に森林の形態をどんな風にするかではなくてその先の

用途も含めて検討していかないといけない重要な課題です。 

この場ではこれ以上議論するには時間がなさすぎるのでここま

でとします。 
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最初のエリートツリーのところについて補足させてください。 

 新潟県はエリートツリーがまだまだではないかとご指摘をいた

だいたのですが、「もうちょっと」というところまできています。 

 新潟県は令和元年からエリートツリーの親木の育成を始めてい

ます。現在は親木が育ちつつありまして、予定でいきますと令和７

年に種ができ、令和９年度から苗木が出荷できる状況であるとご承

知おきいただきたいと思います。 

 

道の話ありがとうございました。 

現在の林道を使うには補修とか改良とか色々いるという状況で、

それをするには事業主体の負担が大きいという話をいただいたと

ころですが、県内では林道が千路線くらいありますが、すべてやっ

ていくことはなかなか難しいと考えています。 

林道の管理主体は市町村ですが、私どもも林道改良事業という事

業で地元の要望を聞きながら優先順位をつけて改良事業を行って

いるところですので、まずはそう言ったところでしっかりとサポー

トしていきたいと考えています。 

全てはできませんけど、どこから素材生産を行うのかということ

を考えながらサポートしていければと考えています。 

それともう一つ。よく言われるのが林道のその先、農道等が弱い

という話をいただいているところです。 

私どもの事業周知が悪くてなかなか使っていただけてないんで

すが、そういう林道に接続する農道等の補修とかが可能な事業も用

意してあり、林道改良事業と合わせて支援できますので、局のほう

に要望していただけるとそこを中心にやっていくことができると

思います。 

また、現在、搬出は車両系の搬出が中心にありますけど、まずは

そのところを中心にやりながら、先ほど議長から言っていただけた

架線系の集材もやる。 

実は先般、森林管理署の署長さんと意見交換したときに「新潟県、

架線集材ってしていないよね」とご指摘いただいたんですけど、ま

ずは私どもは車両系でできるところからやっていくべきだという

考えで、次にそういった道のないところ、条件の悪いところもやっ

ていく中で、当然架線系の集材も議論の中に出てくるのかなと思っ

ています。 

答えになっていないかもしれませんけど、道についてはできるだ
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けケアする、優先順位をつけながらケアしていくと、そのような形

で考えております。 

 

ありがとうございました。 

このほか意見があれば後程意見交換の場を設けますのでそちら

でしていければと思います。 

それでは例年課題を残しながらになりますが、原案どおり承認す

るということでよろしいでしょうか 

はい、ありがとうございます。 

 異議ないようですので知事から諮問を受けた原案を承認し答申

したいと思います。 

 また答申文については議長に一任いただきたいと思いますがよ

ろしいでしょうか 

はい、意義がないようですので議長一任とさせていただきます。 

 

 

（２）報告事項 

   部会会議の報告 

議長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

議長 

 

 

次に議事（２）の報告事項として部会会議の報告に移ります。 

昨年の森林審議会の後に林地保全部会の会議が 1 回開催されてお

ります。 

新潟県森林審議会運営規則第７条第４項の規定により部会で審議

した事項は次の審議会で報告することになっていますので、林地保

全部会について権田委員から報告をお願いします。 

 

林地保全部会の報告をさせていただきます。 

（資料 No.４により、林地保全部会の報告） 

 

ありがとうございました。 
ただいまの報告について、質問等はございませんでしょうか。 
無いようですので、報告事項を終了します。 
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（３）行政からの情報提供 

 
議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 本日の議事は終了しましたが、意見交換の前にその他の事項として

事務局からお願いしたいと思います 

 

森林・林業の最新の動きについて、提供しますのでお聞きいただけ

たらと思います。 

 

（地域森林計画対象民有林への編入促進について情報提供） 

（主伐・再造林に係る取組について情報提供） 

 

今ほどの情報提供について質問や森林・林業に関することでご意見

等伺いたい。 

最初の５条森林のところはいかがでしょうか。 

 

耕作放棄地の５条森林への編入ということでとても良いことだと思

うのですが、現状認識からスタートすることも大事ですので、他法令

との関係をきちんと整理したうえで編入された方が後々良いと思いま

す。 

例えば、山の利用形態はさまざまですから、産廃の処理対象エリア

とか農業の振興とか、多様な用途として注目されるわけですから、編

入されると変更ができにくいわけですよね。地元も局もそうですが現

状から判断するのではなくて、他法令との調整をすべて引き受けなく

てはいけない。 

そういう観点からすると、新たに編入されるところは編入する前に

農業振興区域とか農業区域とかそういった制度があるのであれば、木

が植えてあるからと言って即編入の道を選ぶのではなくて、きちんと

現状を踏まえた対応をされてうえで調整の整ったものから入れてほし

いと思うわけです。 

 

ありがとうございます。 

ご指摘の通り、農地、農用地とは林業関係が深いわけでこちらとし

ても調整を進めていきたいと考えています 

特に農振地域については、今年法改正があって、手が入っていない

農地を森林にしやすくなるといった制度ができまして、調整しながら

遅滞なく、極力漏れがないように進めていきたいと考えております。 
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議長 
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ちなみに、「５条森林」という言葉を知らない人もいると思うんです

けど、これは森林法の第５条に定められている森林で、５条森林に編

入されるとこの森林審議会でその森林に対して様々な検討を行うこと

になってきますので、林地開発も林地開発部会の仕事になってきます

のでそういう意味で「慎重な対応」という言葉があったところです。 

後の方の、「主伐再造林の取り組み」についてだれかいませんか。 

 

今、低コスト再造林の取り組みの例が紹介されていましたが、村上

等で成長の早い苗木の植栽ということですが、先ほどの話ですとまだ

エリートツリーは養成している段階ということだったので、具体的に

は使用している苗木はどのようなものを使っているのか教えてくださ

い。 

 

 今年度は森林研究所で作っている成長の早い苗木と他県から入手し

た成長の早い苗木を入手しております 

それで試験的に行っているところです。 

 

他県というと？ 

 

富山県になります 

 

これ、スギが主だと思うんですけど、ブナを含めた広葉樹をコンテ

ナ苗で育成して、例えば複層林のところの植栽に活用するとか、そう

いった検討はありますか 

 

研究レベルでは「広葉樹のコンテナ苗による育成方法」ということ

で研究しております 

それを現場でどう活用していくかは今後の課題です。 

 

よろしいでしょうか。 

これ以外のことで、今回の森林計画にかかわること以外でも結構で

すので、どんなことでも構いませんので質問があれば。 

 

今回は森を木材生産の場として考える、そのためにどんな風に効率

していくか、ということがメインだと思うんですが、今回冒頭の挨拶
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にもありましたが、最近未曽有の豪雨が頻発していて、森林に、過剰

にというと変なんですが、かつてのように森林に木が少ないときと比

べると、いったん災害が起こると流れ木とかが発生してそれが大きな

問題になっているような気がします。 

森林があるということが我々に恩恵をもたらすこともあるんです

が、ともすれば、マイナスに働くこともあるということもあるので、

そういったバランスをとることも森林計画だと思うんですけど、その

辺はどのように考えてられますか 

 

ありがとうございます。 

まさにお話の通り、今回の災害というのは 55年前に羽越水害のあっ

たところで、そこの状況と比較をしながら、当然当時から見ると森林

の状況と木の大きさとか変化しているはずですので、そういったとこ

ろを比較しながら今後の対策とか森の作り方とか検討していきたいと

考えているところです。 

新潟大学の方からもご協力を願いながら、ご意見をいただきながら

研究していきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

新潟県の林業・森林の状況って非常に特殊。山の面積・森林面積も

広いし、よい山もたくさんあるといいますが、ほかの林業地域と比べ

て林業という産業としての意識が極端に希薄だし、森林の整備も遅れ

ているし、歴史的な意味でも遅れているという感があります。 

これから主伐再造林を進めていこうという時代に変わろう、ウッド

ショック以来国産材をもっと使っていこうという考え方が広がってい

る中で、幸い全体の割合からすれば小さいですけれども、拡大造林期

の時代に植えてくれた木が 60 年 70 年になってある程度の林分になろ

うとしています。 

ここで新潟県はもっと思い切った木の利用や森林の再生をしていく

べき。使って植えて、新しい木が育っていかなければ環境対策、二酸

化炭素の固定という意味でも問題だし、お話のあったように山の自然

の環境保全とか国民の安全の保全とか、そういうことにある程度思い

切ったお金をかけないといけないのではないか。 

新潟県はぜひ勝負をしてほしいと思っています。 

森林環境税も、これからさらに額を増やして山に力を入れていこう

としています。そのためには国の税金以上に県独自の財源の確保が必

要だということで、今、全国の県では取り組まれています。残念なが
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ら新潟県は環境税を持てないでいる。そのことの審議の中心に議長は

おられるので非常に悔しい気持ちでいると思います。 

今、新潟県の林業のためにはこの県独自の環境税が重要。知事も２

期目になったし、ここが勝負のしどころかと思うんですが、その辺、

議長としてどのように思っておられますか。審議会のメンバーにもそ

の辺教えていただければありがたいのですが 

 

あまり森林審議会的な話にはならないかもしれませんが。 

戦略会議でも様々な議論がありました。特に戦略の中で林政課にか

なり力を入れていただいたのは、これまでの川上・川中・川下の意思

疎通が十分ではなかったというところです。 

今、それをこれまでの反省の上に「つなぐプロジェクト」をやられ

て県内で９か所やっています。 

ソフト的なところはかなり力を入れて行われ始めています。 

問題はその中で具体的に出てくる課題だと思います。「山の木を活用

しよう」という話になった時に本当に活用できるのか、それぞれの流

域あるいはプロジェクトの中で資金的に十分な力が担保できるのか。 

次の段階でおそらくその辺が課題になると思います。 

課題がより具体化したときに委員がおっしゃったように森林環境税

が活用できるような思い切った手の打ちどころをそれぞれのプロジェ

クトで考えていかないといけないということになってくると思いま

す。 

まだ始まったばかりで、しかも９つのプロジェクト自体は限られた

流域・範囲の中だけですのでこれをどう全県的に拡大していけるのか

ということも大きな課題になってくると思います。 

簡単なことではないので、戦略の案はできて終わりではなくきっか

けでしかないので、あれからどう今後、今話にあったようなことを含

めてより具体化していくための検討がさらに必要だと感じています。 

私自身も「つなぐプロジェクト」については関わりたいと思ってい

ますし、関係者が自分事のように対応していただくのが今後必要かな

と考えています。 

もう一点、私は森林審議会に長らく関わらせてもらってきて、気に

なるのが、森林の 4 分の 3 を占める広葉樹、これがほとんど事業的に

も林業経営的にも対象外という状態が現在も続いていること。 

例えば今回の中越の実行量も人工造林に対して天然更新が 7 倍とい

うことになっています。この天然更新 7倍ってどうなっているの、と。
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皆さんどこまで把握されているのか。 

天然更新の完了基準というものもこの計画書の中に示されていまし

て、109 種類の広葉樹が一定の密度以上あれば更新完了ですよとうた

っているんですけど、109 種類の広葉樹が分かる人、果たして県にど

れだけいるのか。計画書に書かれていることこれがそのまま実行され

ているとは思えない。109 種類わかる必要はなく、10 種類ならわかる

と思いますので、より実効性のあるものに現場ではしていただきたい

と思います。 

それぞれの人が自分のところの山の広葉樹５種類くらいなら大丈夫

だと思いますので、より実効性のあるものを森林計画制度をさらに現

場で担保できるような形を作っていただきたいと感じていますので、

今ほどの戦略の話とあわせて次の伐採造林の課題としてはその辺を詰

めていただきたいと感じています。 

 何かこれだけは言っておきたいということがあれば。 

 大丈夫でしょうか。 

 

 

７ 閉会 

議長 

 

 

 

 

 それでは時間になりますのでこれで意見交換を終わりとさせてい

ただきます。 

本日の審議会の日程は終了しました。議事進行に協力いただき感謝

します。 

【午後４時 00分終了】 

 


